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住
民
投
票
条
例
が
で
き
た

が
、
と
く
に
民
間
事
業
所

勤
務
者
に
対
し
て
の
情
報
公
開
が

大
切
で
あ
る
。
こ
の
人
達
が
参
加

で
き
る
道
筋
を
つ
け
な
い
と
有
名

無
実
の
制
度
に
な
る
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
の
考
え
を
聞
く
。

（
河
村　
善
一
議
員
）

旧
郡
役
所
の
活
用
に
つ
い

て
、
文
化
財
価
値
を
残
す

と
い
う
こ
と
で
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

の
設
置
は
な
く
２
階
ホ
ー
ル
を
利

用
す
る
に
は
階
段
し
か
な
い
。
そ

れ
も
狭
い
。
ト
イ
レ
も
な
い
。
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
マ
ナ
ー
を

徹
底
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
高
齢

者
や
障
が
い
者
の
利
用
に
問
題
は

無
い
の
か
。（

伊
谷　
正
昭
議
員
）

情
報
提
供
の
ツ
ー
ル
と
し

て
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
・
フ
ェ

ー
ス
ブ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
を
総
合
的
に
考
え
る
べ
き
で
は

な
い
か
。　
（
河
村　
善
一
議
員
）

中
山
道
の
再
生
整
備
事
業

は
拠
点
づ
く
り
だ
け
で
成

り
立
つ
も
の
で
な
く
、
沿
線
の
活

性
化
に
つ
い
て
今
か
ら
考
え
て
お

予
算
規
模
が
こ
こ
数
年
急

激
に
膨
ら
ん
で
き
て
お

り
、
29
年
度
は
一
挙
に
１
０
６
億

円
と
い
う
規
模
に
な
っ
た
。
町
の

財
政
体
力
か
ら
20
億
円
も
背
伸
び

し
た
予
算
で
あ
る
。

　
学
校
の
大
規
模
増
改
築
な
ど
そ

の
原
因
は
理
解
し
て
い
る
が
、
無

駄
の
排
除
・
効
率
化
を
進
め
る
べ

き
平
常
業
務
面
に
お
い
て
も
昨
年

基
金
積
立
金(

貯
金)

が
、

14
億
４
，０
０
０
万
円
も

取
崩
さ
れ
、
残
額
は
37
億
６
，

５
０
０
万
円
と
な
っ
た
。
一

方
、
地
方
債(

借
金)

残
額
は

２
０
５
億
５
，１
０
０
万
円
も
あ

る
。
今
後
を
見
据
え
て
も
財
政
規

律
を
厳
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
町
財
政

の
健
全
度
は
近
隣
市
町
に
比
較
し

て
ど
う
か
。（

西
澤　
桂
一
議
員
）

在
勤
在
学
者
に
対
す
る

周
知
を
ど
の
よ
う
に
行

う
の
か
。（
河
村　
善
一
議
員
）

全
体
総
括
質
疑

問

問

問

問

問

問

問

　

町
広
報
誌
を
各
企
業
に
配
付
す

る
な
ど
し
っ
か
り
と
情
報
を
提
供

し
て
い
く
。

　

Ｈ
Ｐ
で
の
公
開
は
、
現
在
も
行

っ
て
い
る
が
、
そ
の
精
査
を
行
う

と
と
も
に
、
他
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
っ

て
の
情
報
提
供
も
検
討
し
て
い
き

た
い
。

　

平
成
29
年
度
一
般
会
計
予
算

及
び
６
特
別
会
計
予
算
（
議
案

第
21
～
27
号
）
を
除
く
議
案
は

次
の
と
お
り
で
す
。

　

各
議
案
は
慎
重
審
議
の
結
果

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

（
議
員
別
賛
否
は
14
ペ
ー
ジ
）

　

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
マ
ナ

ー
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ど
う
い

う
対
応
が
で
き
る
の
か
。
障
が
い

者
の
目
か
ら
見
た
施
設
利
用
に
つ

い
て
専
門
家
の
研
修
を
受
け
、
ハ

ー
ド
面
・
ソ
フ
ト
面
で
考
え
て
い

く
。
２
階
に
ト
イ
レ
を
設
置
す
る

こ
と
が
可
能
か
検
討
す
る
。

　

一
般
債
は
減
ら
し
て
き
て
い

る
。
町
の
財
政
健
全
度
は
悪
く
は

な
い
。

　

人
口
の
高
齢
化
・
減
少
傾
向
を

見
定
め
、
次
世
代
に
つ
な
ぐ
事
業

に
重
点
を
置
い
た
。

　

施
行
ま
で
一
年
間
の
猶
予
期

間
を
設
け
て
い
る
の
で
、
そ
の

間
に
規
則
で
基
本
的
な
事
項
を

定
め
て
啓
発
し
て
い
く
。

　

地
域
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
が

あ
っ
て
、
そ
の
な
か
で
拠
点
の
充

実
を
図
っ
て
い
く
の
が
本
来
の
や

り
方
で
あ
る
。
歩
い
て
地
域
を
楽

し
く
見
ら
れ
る
ル
ー
ト
づ
く
り
や

地
域
の
理
解
・
協
力
が
不
可
欠
で

あ
る
。

答

答答

答 答

答 答

（
町
長
）

（
総
合
政
策
部
長
）

（
総
合
政
策
部
長
）

（
町
長
）

（
町
長
）

（
総
務
課
長
）

（
総
合
政
策
部
長
）

愛
荘
町
住
民
投
票

　
　
　
　
　
　
条
例
の
制
定

　　

町
の
将
来
を
左
右
す
る
よ
う

な
重
大
な
問
題
や
、
町
政
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
す
事
項
に
つ

い
て
、
直
接
住
民
の
意
思
を
把

握
し
、
そ
の
総
意
を
町
政
に
反

映
さ
せ
て
い
く
た
め
の
手
続
き

そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
定
め

る
。

　

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
1

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。

　

こ
の
条
例
は
、
町
の
将
来
に

係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
町
民

に
直
接
意
見
を
聞
く
と
い
う
大

切
な
条
例
で
あ
る
。
未
だ
に
煮

詰
っ
て
い
な
い
部
分
が
多
く
あ

る
。

　

ま
た
、
住
民
参
加
の
た
め
に

は
入
り
口
を
広
く
す
べ
き
で
あ

る
の
に
非
常
に
厳
し
い
。

　

こ
れ
で
は
考
え
が
逆
で
あ

り
、
実
行
が
伴
な
い
に
く
い
。

も
っ
と
完
成
度
の
高
い
条
例
と

し
て
議
会
に
提
出
す
べ
き
で
あ

り
現
段
階
で
は
反
対
す
る
。

　

住
民
の
町
政
参
加
を
推
進

し
、
公
正
で
民
主
的
な
町
政
運

営
の
向
上
・
町
民
自
治
の
確
立

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
で
必
要
な
制
度
で
あ
る
。

  

世
代
を
超
え
て
住
み
続
け
ら

れ
る
魅
力
あ
る
町
づ
く
り
を
進

め
る
た
め
に
、
対
等
な
立
場
で

町
民
・
議
会
・
行
政
が
関
わ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
間
接
民

主
性
を
補
完
す
る
制
度
と
し

て
、
今
日
ま
で
議
論
し
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
り
賛
成
す
る
。

賛
成
討
論

西
澤　
桂
一 

議
員

竹
中　
秀
夫 

議
員

反
対
討
論

愛
荘
町
総
合
計
画

策
定
条
例
の
制
定

　　

こ
れ
ま
で
の
総
合
計
画
は
、

地
方
自
治
法
第
２
条
に
お
い
て

議
会
の
議
決
を
経
て
定
め
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
が
、
平
成
23

年
５
月
２
日
に
「
地
方
自
治
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が

公
布
さ
れ
、
策
定
お
よ
び
議
会

の
議
決
を
経
る
か
ど
う
か
は
町

の
判
断
に
依
る
こ
と
に
な
っ

た
。

議
案
第
1
号

議
案
第
２
号

３月定例会

条
例
制
定

Ａ

度
と
比
べ
６
億
円
程
度
増
え
て
い

る
。

　
行
政
課
題
の
緊
急
性
・
重
要
性

を
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
検
証
し
た
う
え

で
事
業
を
取
捨
選
択
し
予
算
編
成

を
行
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、

結
果
的
に
ど
の
よ
う
な
事
業
を
見

直
し
た
の
か
。（

西
澤　
桂
一
議
員
）

29
年
度
予
算
で
、
教
育
費

は
対
前
年
度
27
．
７
％
と

子
ど
も
の
貧
困
に
対
す
る

要
保
護
児
童
生
徒
の
修
学

旅
行
費
補
助
は
、
生
活
保
護
法
に

よ
り
県
が
補
助
す
る
と
の
説
明
で

あ
る
が
町
が
お
こ
な
う
教
育
扶
助

と
の
区
分
が
し
っ
か
り
と
で
き
て

い
る
の
か
。（

西
澤　
桂
一
議
員
）

　

子
ど
も
の
貧
困
問
題
等
に
つ
い

て
、
29
年
度
の
総
合
教
育
会
議
で

検
討
す
る
。

　

生
活
保
護
法
に
お
け
る
教
育
扶

助
の
対
象
は
、「
学
校
給
食
費
、

通
学
用
品
費
、
学
用
品
費
」
で
あ

り
、
修
学
旅
行
費
補
助
は
町
予
算

で
計
上
し
て
い
る
。

問 問

答

答

（
教
育
管
理
部
長
）

（
教
育
管
理
部
長
）

①
ア
レ
ル
ギ
ー
相
談
員
の

設
置
で
、
保
護
者
の
声
を

委
託
業
者
に
伝
え
、
ど
う
調
理
に

活
か
す
の
か
。

②
学
校
給
食
に
「
小
麦
除
去
の
し

ょ
う
ゆ
を
取
り
入
れ
る
こ
と
」
を

求
め
た
が
、
ど
う
な
っ
た
か
。

（
瀧　
す
み
江
議
員
）

①
保
護
者
の
声
に
耳
を
傾
け
て
毎

月
の
確
認
の
中
で
伝
え
た
い
。

②
危
険
リ
ス
ク
・
栄
養
教
諭
の
意

見
等
、
調
整
し
た
い
。

問答
（
給
食
セ
ン
タ
ー
長
）

い
う
著
し
い
伸
び
で
あ
る
が
、「
愛

荘
町
要
保
護
及
び
準
要
保
護
児
童

生
徒
就
学
援
助
費
」
の
認
定
基
準

に
対
す
る
配
慮
は
行
わ
れ
て
い
る

か
。

（
西
澤　
桂
一
議
員
）

く
必
要
が
あ
る
。

（
伊
谷　
正
昭
議
員
）工事中の旧郡役所

　

町
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な

行
政
運
営
を
図
る
た
め
、
町
の

総
合
計
画
策
定
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
。

　

こ
れ
に
よ
り
従
来
の
「
愛
荘

町
総
合
計
画
審
議
会
条
例
」
は

廃
止
さ
れ
た
。
公
布
日
か
ら
施

行
。

愛
荘
町
空
家
等
対
策
協
議
会

条
例
の
制
定

　　

空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す

る
特
別
措
置
法
お
よ
び
地
方
自

治
法
に
基
づ
き
、
命
令
、
代
執

行
な
ど
の
審
議
を
す
る
た
め
に

設
置
さ
れ
た
。
４
月
１
日
か
ら

施
行
。

議
案
第
３
号


